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Bridging the Gap: ポスト 2012 年における交通セクターの道筋 

ポスト 2012 年における陸上交通：10 点の原則 

 

交通政策に関する原則 

パラダイム変化を作り出し政治的意思を強化：不必要な移動の回避、低炭素交通手段へのシフト、そして各

交通手段のエネルギー効率性の向上の三点からなる、包括的な低炭素交通システムのビジョンを実現化

すること。国家あるいは地方政治の利益を除外し、交通の外部費用を完全に内在化すべく長期にわたる

政治的関与を整えること。 

プロジェクト毎の支援から、総合的政策パッケージの支援へ： 低炭素交通システムの実現へ向け、個別プロジ

ェクトを超えた、総合的な政策支持を行うこと。政策作りにおいては、交通が持続可能な発展に広範囲

に寄与できるよう、金融・その他の面の障害を取り除くこと。 

 適切な時間スケールを考慮し、予測可能な資金供給を：交通ネットワークの発展は長期間に渡るものである。

将来構築される枠組みは、京都議定書の約束期間を超えた、政策の長期的影響を考慮する必要がある。

インフラ整備に関する決定を将来裏返すには非常にコストがかかる点からも、これは重要な点である。

低炭素交通へのインセンティブを与えるためにも、資金的支援は数年単位よりむしろ、10年単位で予測

可能なものとする。 

分野横断的効果をサポート：持続可能な発展には、効率的な交通ネットワークが必要な以上、低炭素交通シ

ステムを実現するためには、他セクターでの進展（例：工業生産、都市設計）を交通政策に組み込み、

戦略的かつ統合的アプローチを採ること。 

組織機能の強化：国及び地方レベルでの組織・機関は、（a）気候変動対策の調整（b）資金供給・テクノ

ロジー移転・能力強化の管理（c）排出量の測定・報告・認証、といった機能を果たすために不可欠であ

る。 また、政策の実行可能性と運用能力を保証する効率的な環境を、国・地方レベルで作り上げること

は最も重要なことである。 対温暖化活動実施を保証するために、国際レベルでの枠組みを、国・地方レ

ベルの活動と連結させるための組織的能力の強化が必要となる。 

 

気候政策に関する原則 

持続可能な発展へ貢献し、副次的メリットを認識： 将来的枠組みは、環境的便益（例：大気質の改善と騒音

の削減）、社会的便益（例：アクセス性と安全性の向上）そして経済的便益（例：エネルギー安全保障、

雇用創出、富の創造）と、広範囲に渡る副次的効果（コ・ベネフィット）を生む決策を支持すること。 

環境保全を保証： 如何なる枠組みも、エネルギー消費と陸上交通による二酸化炭素排出量が、通常ケー

スと比較して、大幅に減少されることを保証しなければいけない。陸上交通が総排出量に与える影響に

相応するだけの対応を、同セクターで可能にし、リーケージ・二重推計・排出ガスの他セクターへの移

転等を生じさせることなく、効率的で低炭素な交通システムを促進すること。 

費用対効果を保証： 途上国特有のニーズに適切な、最小費用オプションを明確にし、遂行することが必要

である。エネルギー効率の良い土地利用を促進することは、成長著しい都市では得策であるのに対し、

不適切なインフラ整備の事後的改良は高コスト或いは他セクターにおける問題を生むことになる。 

先進国と発展途上国間の努力を共有： 途上国での持続可能な交通システムの達成には、資金、技術・知識

移動、そして能力強化という形での支援が、先進国から要求される。 

透明性と責任説明を保証： 資金、技術、能力強化で発展途上国を支援するプロセスは、透明でなければな

らず、持続可能な発展に向けた地元のニーズに見合ったものでなければならない。改革を可能とする優

良な活動は、表彰・認識の対象とならなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Bridging the Gap」イニシアチブについて 

ポズナンの COP14（締約国会議 14）以来、GTZ（ドイツ技術協力公社）,TRL（英国交通研究所）, 

Veolia Transport 及び UITP（国際公共交通連合）は、交通部門と気候変動交渉の間のギャップを埋め

るべく、「bridging the gap」の名の下共に活動してまいりました。気候変動交渉の各過程に関連し、

一連のワークショップ、サイド・イベント、政策提言案の執筆等を通し、新たな気候変動協定により

交通部門における活動が促進され、特に発展途上国において持続可能なソリューションが提供される

ことを目指しています。  

 

詳しい情報はこちらをご覧ください： http://www.transport2012.org 

 

背景 

京都議定書の第一収束期間の終焉を2012年に迎え、各国政府はUNFCCC（国連気候変動枠組条約）

を通し新たな枠組み構築へ向けて協議を活発化させています。壊滅的な気候変動を避けるために、意

欲的、公平かつ効率的な国際的同意が必要なことは、科学的側面から明白です。 

 

 交通セクターからの二酸化炭素排出は、気候変動政策目標を達成する上で主要課題となっていま

す。発展途上国における急速な車社会化が進む中、IEA（国際エネルギー機関）は、途上国の

2006 年から 2030 年までの陸上交通からの二酸化炭素排出量が 1.9 ギガトン増加することを予測

しています。 

 UNFCCC 第 2 条が定める永久的・危険な気候変動を

防ぐためには、地球上の排出ガスの大幅削減（1990

年―2050 年間で先進国 80%減、発展途上国 50%減

－IPCC 推計）が必要であることを踏まえ、発展途上

国における低炭素交通の構築を早期に支援する必要

性を強調します。 

 先進国には、自家用車輸送に的を絞ったインフラ開

発の歴史があります。 これを変えるには、莫大にし

て長期的な投資が必要になります。発展途上国でも

同じような膠着状態が生じないよう、持続可能な経

済発展を可能とする移動パターンをはじめから構築

することが重要となります。 

 交通と気候変動
1
に関する Bellagio 宣言に基づき、

Bridging the Gap イニシアチブはバリ・アクション・

プラン（1bⅡ項）が定める「発展途上国はにおける”

測定・報告・検証可能で、技術支援・資金供給・能
力強化により支持されかつ実行可能となる“国内の適
切な緩和行動òの概念に賛同し、その交通セクター部

門での実施を促進します。 

 

より詳しい情報は、締約国会議（COP）への主要メッセ
ージ をご覧ください： 

http://www.sutp.org/bridgingthegap/downloads/key-messages.pdf 

                                                      
1
 Bellagio 宣言は、2009 年 5 月、発展途上国における気候対策において、交通セクターの貢献の必要性に賛同した、18 の組織

代表者たちにより署名されました。詳しくはこちらをご覧ください: http://www.sutp.org/bellagio-declaration. 

http://www.transport2012.org/
http://www.sutp.org/bridgingthegap/downloads/key-messages.pdf


 

 

 

 

 

 

  


